
2018スポニチ佐渡ロングライド 210 記録計測業務委託仕様書 

 

1 目的 

本業務は、「2018 スポニチ佐渡ロングライド 210」の開催にあたり、円滑かつ効率的な記録計測を行うことを目的とする。 

 

2 委託期間     契約締結日から平成 30年 5月 31日㈭まで 

 

3 大会概要 

 

（１）大会名称      2018 スポニチ佐渡ロングライド 210 

（２）主   催      佐渡市、(一財)佐渡市スポーツ協会、スポーツニッポン新聞社、佐渡汽船(株) 

（３）主   管      佐渡ロングライド実行委員会 

（４）特別協力      (公財)JKA 

（５）開催日時      平成 30年 5月 20日㈰ スタート時間 5時 30分～ 

（６）参加人数     約 3,350人 

（７）種目／参加費  別紙要項参照 

 

4 委託業務内容 

 

（１） 大会事前業務 

ア 計測タグ ※3,600人を想定 

本イベントの参加者に配布する計測タグを 5月 10日㈭までに佐渡スポーツハウス（新潟県佐渡市吉岡

1675）へ納品すること。 

上記数量には予備分が含まれるものとし、記載のない仕様については双方協議のうえで決定する。 

計測タグの仕様は次のとおりとする。 

(ア) 規格    サイズや形状は問わない。ただし、自転車への装着を考慮した規格であること。 

(イ) 種類    回収不要な、使い捨てタイプであること。 

(ウ) 必須項目 計測タグにはゼッケン番号を印字または記載すること。 

(エ) 付属品   自転車へ装着する為の資材が必要となる場合は付属すること。 

 

イ 記録計測の準備 

記録計測に関わる作業 

 

（２） 大会当日業務 

ア 記録計測業務 

使い捨てタイプの計測タグによって参加者の入退場を把握するものとし、計測地点は佐和田（スタート・フィニッシ

ュの２箇所）、両津（C コースフィニッシュ地点）に配置すること。指定箇所以外の配置は任意とする。 

記録計測の仕様は次のとおりとする。 

(ア) ネットタイムによるスタート、フィニッシュのタイム計測 

(イ) バックアップ機能（フィニッシュ地点の VTR撮影、非常時用システム等） 

(ウ) 種目別の状況報告及びリザルト（大会結果含む）の作成 



イ 位置情報アプリケーションの提供 

参加者の位置情報や完走タイム（想定タイム含む）を確認できるスマートフォン向けのアプリ提供を行う。 

位置情報取得には記録計測業務の計測地点以外に 3箇所の通過ポイントを設置するものとし、必要に応じて

別途協議のうえで設置箇所を決定する。 

アプリケーションの機能は次のとおりとする。 

(ア) 位置情報検索機能（参加者の名前、ゼッケン番号で検索できるもの） 

(イ) コースマップ機能およびエイドステーション、観光施設等の情報掲載 

(ウ) SNS連動機能（セルフィー機能や Facebook・Twitterなどへの共有機能） 

(エ) 大会情報掲載機能（大会概要、スポンサー情報、天気情報等のカスタマイズ機能） 

 

ウ 位置情報アプリケーションの付随業務 

アプリケーション提供に関する業務内容は次のとおりとする。 

(ア) アプリケーション及びサーバー環境の構築・設定・テスト 

(イ) アプリケーションの情報更新及び運用・保守 

(ウ) App Store､Google playへの登録申請代行、公開までの手続き 

 

エ フィニッシュ速報表示システム 

参加者のフィニッシュ情報（ゼッケン№、名前、年齢等）をモニター上で確認できるシステム提供を行う。 

システムは佐和田（スタート地点）と両津 BSの２箇所に設置し、MC が使用または閲覧し、イベントの 

演出の為に使用できるものとする。 

 

オ リタイア管理業務 

本部へ集約された参加者のリタイア情報を集計・管理できるシステム提供および管理業務を行う。 

リタイア情報は開示があった場合に速やかに報告できること。 

 

（３） 大会終了後業務 

ア リザルトを Excel で作成し、イベント翌日の 8時迄に事務局へ提出する。 

提出形式：メールもしくは CD・USB メモリなどの記録媒体による受け渡しとする。 

 

イ 事業報告書の提出 

委託業務の実施内容や結果報告（任意書式とする。） 

提出期限は委託期間満了日の平成 30年 5月 31日㈭までとする。 

 

（４） 契約変更 

ア 参加人数に著しい変更があった場合は契約変更の対象とする。 

 

イ 中止又は途中中止の場合は別途協議のうえで決定する。 

 

（５） 本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて双方協議のうえで決定する。 


